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亀山市告示第７２号 

亀山市在宅重度知的障がい者等住宅改修工事補助金交付要綱の一部を改正する告示

を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

  

亀山市在宅重度知的障がい者等住宅改修工事補助金交付要綱の一部を改正する

告示 

 

亀山市在宅重度知的障がい者等住宅改修工事補助金交付要綱（平成２２年亀山市告

示第４８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

２ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 


